
日本病院団体協議会 

第 246回代表者会議 議事次第 

日 時  2025年 6月 20日（金）13:00～15:00 

場 所  Web会議システム「Zoom」を使用した開催（日病会議室との併用） 

議 題 

1．中医協関連会議の報告 ＜説明者＞ 

資料 1  総会（6/18・第 609回） 池端委員、太田委員 

資料 1-2  入院・外来医療等の調査・評価分科会（6/13・第 3回） 津留委員 

資料 1-3 入院・外来医療等の調査・評価分科会（6/19・第 4回） 〃 

資料 1-4 疑義解釈（その 27） 一読 

2．診療報酬実務者会議の報告 

資料 2  診療報酬実務者会議（6/18・第 235回）議事次第 津留委員長 

資料 2-2 令和 8年度（2026年度）診療報酬改定に関する要望書【第 2報】（案） 〃 

3.その他

資料 3 中医協委員候補者の選出について 津留委員長、望月議長 

資料 3-2 「経済財政運営と改革の基本方針 2025」（骨太の方針） 〃 

資料 3-3 第 66回全日本病院学会（2025年 10月 11日開会式） 〃 

資料 3-4 日病協負担金について 〃 

資料 3-5 社会保障審議会医療保険部会（6/19・第 195回） 一読 

資料 A   第 245回代表者会議（5/23）報告書 

参考資料 1 2025年度代表者会議開催日程 

参考資料 2 日病協代表者 名簿 

※ 15:00～ 記者会見（Zoom）

※ 次回開催について

日時：2025年 7月 11日（金）13:00～15:00（予定）WEB会議（日病会議室との併用） 
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出席者  議長 望 月 泉 

副議長 猪 口 雄 二 

中医協委員 池 端 幸 彦 

太 田 圭 洋 

診療報酬実務者会議委員長 津 留 英 智 

一般社団法人国立大学病院長会議 会 長  大 鳥 精 司 

理 事  藤 井 靖 久 

独立行政法人国立病院機構 ＜ 欠 席 ＞ 

一般社団法人全国公私病院連盟 副会長  三 角 隆 彦 

公益社団法人全国自治体病院協議会 会 長  望 月 泉 

副会長  小 阪 真 二 

公益社団法人全日本病院協会 会 長  猪 口 雄 二 

常任理事  津 留 英 智 

独立行政法人地域医療機能推進機構 理事長 山 本 修 一 

理 事  山 本 圭 子 

一般社団法人地域包括ケア推進病棟協会  会 長  仲 井 培 雄 

副会長  加 藤 章 信 

一般社団法人日本医療法人協会 会 長  伊 藤 伸 一 

副会長 太 田 圭 洋 

一般社団法人日本社会医療法人協議会 会 長  西 澤 寬 俊 

副会長  加 納 繁 照 

一般社団法人日本私立医科大学協会 参 与  小 山 信 彌 

大学病院の診療報酬に関する検討委員会 委 員  川 瀬 弘 一 

公益社団法人日本精神科病院協会 副会長  平 川 淳 一 

一般社団法人日本病院会 会 長  相 澤 孝 夫 

副会長  谷 口 健 次 

一般社団法人日本慢性期医療協会 会 長  橋 本 康 子 

副会長  池 端 幸 彦 

一般社団法人 

日本リハビリテーション病院・施設協会  副会長  近 藤 国 嗣 

副会長  佐 藤 吉 沖 

独立行政法人労働者健康安全機構 理事長  大 西 洋 英 
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令和７年度 第４回 診療報酬調査専門組織 

入院・外来医療等の調査・評価分科会 

 

 

 

令和７年 6月 19日(木)13:00～15:00 

於 ハイブリッド開催 

 

 

 議 事 次 第 

 

 

１． 外来医療（その１） 

２． データ提出加算（その１） 

３． 情報通信機器を用いた診療について（その１） 
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２０２５年  月  日 

厚生労働大臣 

福岡 資麿 殿 

 

日本病院団体協議会       議 長   望月 泉 

                      一般社団法人国立大学病院長会議 会 長 大鳥 精司 

                 独立行政法人国立病院機構    理事長 新木 一弘 

               一般社団法人全国公私病院連盟 会 長 邉見 公雄 

             公益社団法人全国自治体病院協議会 会 長 望月 泉 

                公益社団法人全日本病院協会 会 長 猪口 雄二 

             独立行政法人地域医療機能推進機構 理事長 山本 修一 

           一般社団法人地域包括ケア推進病棟協会 会 長 仲井 培雄 

               一般社団法人日本医療法人協会 会 長 伊藤 伸一 

            一般社団法人日本社会医療法人協議会 会 長 西澤 寬俊 

             一般社団法人日本私立医科大学協会 参 与 小山 信彌 

              公益社団法人日本精神科病院協会 会 長 山崎  學 

                  一般社団法人日本病院会 会 長 相澤 孝夫 

              一般社団法人日本慢性期医療協会 会 長 橋本 康子 

   一般社団法人日本リハビリテーション病院・施設協会 会 長 斉藤 正身 

              独立行政法人労働者健康安全機構 理事長 大西 洋英 

 

 

令和８年度（２０２６年度）診療報酬改定に係る要望書【第２報】 

 

令和７年度に入っても、インフレ基調は変わらず、物価高騰、人件費高騰（令和７年春

闘賃上げ率２年連続で５％超）は続いており、病院経営は更に深刻な状況へと悪化してい

ます。病院医療は地域社会における最も重要なインフラの一つです。適切に診療報酬が上

がらなければ、地域で必要とされる病院が経営難から機能不全に陥り、「助かるべき命が助

からない」という本当の意味での医療崩壊が始まります。一旦崩壊した医療インフラは簡

単に立ち直る事は出来ません。その危機的状況を回避させるためにも、前回総論的な要望

【第１報】でお願いしましたように、基本的な入院料を堅実に引き上げて頂くと共に、よ

り適切な医療サービスの提供が出来る様、改めて１３項目の要望【第２報】を提出しま

す。 

 

１． 重症度、医療・看護必要度について内科系急性期患者の適切な評価の見直し 

令和６年度診療報酬改定における、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項

目の見直しについて、内科系の急性期患者が評価されにくいという内科系評価指標関す

る問題点について一定の認識が存在します。この点は（一社）内科系学会社会保険連合

（内保連）からも過去に指摘があり、前回改定において内保連からも要望がなされてい

たところです。重症度、医療・看護必要度での、内科系急性期患者の評価の在り方につい

ては、内科系の重症度を的確に示す評価する指標が必要であり、評価の見直しを要望し

ます。 

【案】 
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２． 高齢急性期患者の受け入れに適切に機能する地域包括医療病棟入院料の見直し 

地域包括医療病棟入院料については、２０４０年に向けて今後増加が見込まれる高齢

者救急、高齢急性期患者に対応する病棟機能として、令和６年度改定で新設されました

が、重症度、医療・看護必要度の基準も含め、施設基準が非常に厳しく、急性期一般入

院料１（７対１）の届け出要件を満たせなくなった病棟の受け皿としての意味合いにや

や偏った施設基準であったとも言えます。急性期一般入院料と地域包括ケア病棟入院料

との中間的機能のバランスを保ちながら、より積極的に高齢者救急、高齢急性期患者の

受け入れが可能となるよう、適切な施設基準の見直しを要望します。 

 

３． 介護専門職（介護福祉士）配置、介護を行う看護補助者の更なる評価と配置要件の拡大 

令和６年度改定で新たに設けられた「看護補助者体制充実加算１」では、看護補助者

への評価が見直され、施設基準として初めて、「介護福祉士の資格、または看護補助者と

して３年以上の勤務経験と適切な研修の修了」が要件に加えられました。今後とも急性

期から慢性期まで医療機関における要介護高齢者は増加し、看護師の介護負担は益々大

きくなります。介護専門職（介護福祉士）配置、もしくは介護を行う看護補助者の更なる

評価を要望します。 

 

４． 精神病床における身体疾患やリハビリテーション、権利擁護等への対応に係る医療資源

投入への適切な評価 

精神病床では、近年、入院期間に関わらず重い精神症状を抱えた患者が増え、身体疾

患の併存やＡＤＬ低下に対するケアの量も増加しています。さらに、精神保健福祉法の

改正等を経て、患者の権利擁護への対応の労力も増加しています。しかし多くの精神科

病院が、新設後３０年以上も経過している特定入院料等を算定せざるを得ず、医療資源

投入量が診療報酬に十分に反映されていないため、精神病床が正当に評価されることを

要望します。 

 

５． 外来・在宅ベースアップ、入院ベースアップ評価料の適切な評価の見直しと、全職種を

対象へ 

令和７年度春闘の賃上げ率が２年連続で５％越えと言われる中で、我々医療界の人材

が他産業に移動し、益々人手不足に拍車がかかることが無いように、他産業と同じ水準

で賃上げが出来る様に、外来・在宅ベースアップ評価料、入院ベースアップ評価料の適

切な評価の見直しを要望します。また加算対象外職員（事務職員・その他）に対しては

各医療機関が持ち出しでベースアップを行っている場合があり、人件費負担増が医療経

営を悪化の要因となっています。医療機関職員の全ての職種を評価対象にすることを要

望します。 

 

６． 在宅救急患者の受入と下り搬送受入側に関する、包括期・慢性期医療への評価 

今後軽症、中等症の高齢者救急が増加するにあたり、包括期・慢性期の病棟において、

在宅で急変した高齢のマルチモビディティ患者を、直接受け入れる場合の更なる評価を

求めます。また、適切な下り搬送の評価として、救急患者連携搬送料が新設されました

が、搬送先の後方医療機関に於いても、夜間休日の受け入れを強化する場合の評価や、

救急患者を３次救急医療機関等まで迎えに行き転院搬送する場合の新たな評価を求めま

す。 
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７．地域医療提供体制確保加算 救急車１，０００台以上でも評価する仕組み 

地域医療提供体制確保加算による評価は、令和４年度改定より、年間２，０００台以

上の救急車搬送件数に加え、「年間１，０００台以上の救急搬送件数かつ総合周産期特定

集中治療室等の届出」が追加されました。今後地域での２次救急を担う中小病院等にお

ける高齢者救急医療受け入れ体制を確保する為に、周産期医療又は小児救急医療の実績

がない場合であっても年間１，０００台以上の救急車搬送件数で算定が可能となるよう

評価の見直しを求めます。 

 

８． 医師事務作業補助体制加算の更なる評価 

医師事務作業補助体制加算は、これまでにも診療報酬改定で毎回評価を上げて頂いて

おりますが、今後医師の働き方改革を更に推進し、医師の負担軽減を図る為にも、医師

事務作業補助体制加算 1 において病床数１５対１の配置以上に加配した場合の医師事務

作業補助体制加算の更なる評価を求めます。また施設基準においては、年間緊急入院患

数の要件がまだまだ厳しく要件の更なる緩和を求めます。 

 

９． 医療ＤＸ推進に係る、実質を反映する更なる評価 

医療機関が、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、医療の質向上や業務効率化を図ること

で、患者満足度向上、医療従事者の負担軽減、そして病院経営の安定化等の多くのメリ

ットをもたらすことを目的とし、医療ＤＸの推進体制を整備した場合に算定できる加算

として、医療ＤＸ推進体制整備加算や医療情報取得加算が新設されています。しかし、

電子処方箋システムや医療情報取得システム（管理側）の整備・改修に於いて、医療機関

経営も不安定な中、既に多額の投資費用が発生しており、補助金等のみで安心安全な電

子処方箋システム等の構築・完備・維持が可能な状況とは言えません。適切な診療報酬

による評価を要望します。 

 

１０． 医師の働き方改革に係る「宿日直許可基準」の取扱いと特定集中治療室の医師要件

の緩和 

医師の働き方改革の一環として、特定集中治療室（ＩＣＵ）や新生児特定集中治療室

（ＮＩＣＵ）の宿日直許可基準の取り扱いが令和６年度改定で明確化され、宿日直を行

う医師を配置するＩＣＵに低い点数の特定集中治療室管理料５・６が新設されました。

宿日直許可を得れば大幅な減収となり、一方で上位管理料や加算を取得するためにＩＣ

Ｕ等勤務医について夜勤とすれば、翌日の医師確保が困難となる等の影響が大きいため、

評価の見直しを要望します。 

 

１１． 内視鏡手術支援機器を用いる手術及びロボット手術（ダヴィンチ、ヒノトリ等）の

評価 

内視鏡手術用支援機器を用いた内視鏡手術（以下ロボット手術／ダビンチ・ヒノトリ

等）は機器の国内導入は増加、症例数も増加しており、医学的安全性・有用性に関する

評価も高まっています。一方で手術時に使用する消耗品や機器類のメインテナンス費用

等については、通常の腹腔鏡下手術よりもかなり割高であり、費用実態に合わせた評価

を要望します。また算定の為の施設基準（年間症例数）が厳しく、巨額の設備投資を行

っても症例数が満たせない場合は届出を取り下げる事になります。今後安全で低侵襲の

ロボット手術活用が推進されるよう、基準の緩和を要望します。 
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１２． 加算として取り扱われる医療材料等の評価の見直し 

特定保険医療材料の価格については、昨今の急激な物価高により、定期的な見直しで

は追い付いていない現状があります。また「無菌調剤処理」や「自動縫合器」、「自動吻

合器」など加算として評価される材料に関しては、長期間評価の見直しが行われないま

ま放置されているものも存在します。特定保険医療材料の価格上昇に迅速に対応出来る

仕組みの構築と評価の見直しを要望します。 

 

１３． 高額医薬品管理料の新設 

超高額医薬品の薬事承認が相次いでおり、使用額は年々増加しています。超高額医薬

品は使用に至るまでの適切かつ慎重な薬剤保管（低温フリーザ等）、解凍作業等が必要で

あり、医療機関ではその管理コストが必要となります。また（患者側の都合等による）

当該薬剤の使用不可・破損のリスクを負うばかりか、やむを得ぬ理由により投薬が中止

となった場合には、当該医薬品費用を負担しなければなりません。超高額医薬品の管理

料の新設を要望します。 

 

以上 
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1 

２０２５年６月２０日 

 

 

日本病院団体協議会 

議長 望月 泉 様 

 

日本病院団体協議会 

診療報酬実務者会議 

委員長 津留 英智 

 

 

中央社会保険医療協議会委員候補者の選出について 

（第 235回日病協診療報酬実務者会議 検討結果） 
 

 

 

2025年 6 月 18日開催の第 235回診療報酬実務者会議において、中央社会保険医

療協議会委員候補者の選出等について議論を行った結果、下記の結論となりました

のでご報告申し上げます。 

 なお、同実務者会議における本件についての議論の経過は別紙のとおり。 

 

 

記 

 

 

 

Ⅰ．中央社会保険医療協議会委員候補者について 

 

 

小阪 真二 氏 

（診療報酬実務者会議 委員・全国自治体病院協議会 副会長） 
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【別紙】 

「第 234回及び第 235回診療報酬実務者会議における中央社会保険医療協議会委員

候補者の選出等についての議論の経過」 

 

１．本議論に関する事前説明 

 

津留委員長より以下の説明が行われた。 

2025 年 4 月 23 日開催の第 244 回日病協代表者会議において、池端幸彦中医協

委員（日本慢性期医療協会 副会長）が 2025 年 10 月で任期満了を迎えることか

ら、「中医協委員候補者の選考に係る日病協代表者会議の決定事項（平成 26 年 1

月 30日）」により、診療報酬実務者会議において候補者を選出するようにとの依

頼があった。 

 

２．議論の経緯・内容 

「中医協委員候補者の選考に係る日病協代表者会議の決定事項（平成 26年 1月

30日）」に則り、2回にわたり議論を行った。 

なお、津留委員長は候補者であるため、本件に係る議論の進行は岡副委員長が

行った。 

 

○各団体からの中医協委員候補者の推薦 

前回の中医協委員候補者選出の際と同じく、日病協加盟団体へ中医協委員の候

補者について推薦書の提出を依頼し、全国自治体病院協議会副会長の小阪真二氏、

全日本病院協会常任理事の津留英智氏、日本精神科病院協会副会長の平川淳一氏

が中医協委員候補者として推薦があった。 

  上記 3名より、中医協委員候補者となることにつき、それぞれ所信表明を行っ

ていただいた。 

 

○候補者を一本化するための検討 

第 234回・第 235回日病協診療報酬実務者会議において、候補者を一本化する

ための協議を行ったが、一本化できなかったことから、無記名投票選挙を行うこ

ととなった。 

 

○無記名投票選挙 

選挙管理人は元中医協委員であり、今回、団体として推薦者を挙げていない日

本病院会の島委員が務めた。 

労働者健康安全機構が棄権し、全 14票で無記名投票選挙が行われ、過半数であ

る 8票以上を小阪真二氏が獲得した。 
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○結果 

無記名投票選挙の結果を踏まえ、実務者会議として、次期中医協委員候補者を

小阪真二氏とすることについて全会一致で決定した。 

 

以上 
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（別紙） 

 

 

 

 

経済財政運営と改革の基本方針 2025 

～「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月 13日 
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第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 
 

１．「経済・財政新生計画」の推進 
 

（経済再生と財政健全化の両立の重要性） 
第１章で述べた基本的考え方の下、それに基づく政策を推進するとともに、金利のある

世界となる中、大災害や有事に備えた財政余力を確保する観点も踏まえ、中長期の経済財

政の姿を展望しつつ、経済・財政・社会保障の持続可能性を確保していく必要がある。 

経済あっての財政という考え方は、経済政策の基本的な立場であり、今後もこの方向性

を堅持する。経済の主役は企業・個人の活力であり、新たな行動を実行に移す企業・個人

を、政府が様々な政策ツールにより積極的に後押しすることで経済成長を実現していくこ

とが望ましい姿であり、それを力強く進める中で財政健全化を実現していく。その際、民

間企業の予見可能性を高めるため、重要政策に複数年度で計画的に取り組んでいく観点も

踏まえながら、ＥＢＰＭによるワイズスペンディングを徹底し、成長と分配の好循環を拡

大させる中で、歳出構造の平時化を図る。 

同時に、国債需給の悪化等による長期金利の急上昇を招くことのないよう、国内での国

債保有を一層促進するための努力を引き続き行う必要がある。また、頻発する自然災害や

安全保障環境の変化の中で、有事に備えた財政余力の確保の重要性は一層増しており、今

後も市場で国債を安定的に発行できる環境を整えつつ、財政余力の確保のため、財政健全

化に取り組んでいく必要がある。 

以上の基本認識を踏まえ、骨太方針2024で定めた「経済・財政新生計画」203の枠組みの

下、財政健全化目標の堅持と歳出改革努力の継続を基本方針とし、具体的には以下の考え

方に沿って、引き続き経済再生と財政健全化の両立に取り組む。 

 

（「経済・財政新生計画」に基づく今後の取組方針） 
経済あっての財政との考え方の下、財政健全化目標によって、米国の関税措置への対応

や物価高への的確な対応も含め、状況に応じたマクロ経済政策の選択肢が歪められてはな

らない。必要な政策対応を行うことと財政健全化目標に取り組むことを矛盾しないものに

していく。経済を成長させ、そして財政健全化に向けて取り組んでいく。こうした取組を

通じて、金利が上昇する局面において、大災害や有事に十分に対応する財政余力を確保し、

将来の経済・財政・社会保障の持続可能性を確保していく。 

そうした中、金利のある世界において、我が国の経済財政に対する市場からの信認を確

実なものとするため、財政健全化の「旗」を下ろさず、長期を見据えた一貫性のある経済

財政政策の方向性を明確に示すことが重要である。このため、2025年度から2026年度を通

じて、可能な限り早期の国・地方を合わせたＰＢ黒字化を目指す。ただし、米国の関税措

置の影響は不透明であり、その経済財政への影響の検証を行い、的確に対応すべきであり、

必要に応じ、目標年度の再確認を行う。その上で、「経済・財政新生計画」の期間を通じ

て、その取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、ＰＢの一定の黒字幅を確保しつつ、

債務残高対ＧＤＰ比を、まずはコロナ禍前の水準に向けて安定的に引き下げることを目指

し、経済再生と財政健全化を両立させる歩みを更に前進させる。 

 
203 計画の対象期間は、2025年度から2030年度までの６年間。 
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予算編成においては、2027年度までの間、骨太方針2024で示された歳出改革努力を継続

しつつ、日本経済が新たなステージに移行しつつあることが明確になる中で、経済・物価

動向等を踏まえ、各年度の予算編成において適切に反映する。とりわけ社会保障関係費204

については、医療・介護等の現場の厳しい現状や税収等を含めた財政の状況を踏まえ、こ

れまでの改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、2025年春季労使交渉における

力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅

広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。具体的には、高齢化

による増加分に相当する伸びにこうした経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加

分を加算する。非社会保障関係費205及び地方財政についても、第３章第４節「物価上昇に

合わせた公的制度の点検・見直し」も踏まえ、経済・物価動向等を適切に反映する。 

今後も、状況に応じて必要な政策対応を行っていくことに変わりはないが、ＰＢの黒字

化を達成した後、黒字幅が一定水準を超えた場合には、経済成長等に資するような政策の

拡充を通じて経済社会に還元することをあらかじめルール化することについても検討に着

手していく。 

 

（税制改革） 

骨太方針2024等も踏まえ、コストカット型経済から脱却し、成長型経済への移行を実現

するとの基本的考え方の下、経済成長と財政健全化の両立を図るとともに、少子高齢化、

グローバル化等の経済社会の構造変化に対応したあるべき税制の具体化に向け、包括的な

検討を進める。 

物価上昇局面の対応や格差の是正及び所得再分配機能の適切な発揮を始めとする観点か

ら、各種所得の課税の在り方及び人的控除を始めとする各種控除の在り方の見直しを含む

所得税の抜本的な改革の検討206を進める。ＥＢＰＭの取組を着実に推進するとともに、デ

ジタル社会にふさわしい税制の構築及び納税環境の整備と適正・公平な課税を実現する観

点から、制度及び執行体制の両面からの取組を強化するほか、新たな国際課税ルールへの

対応を進める。 

 

２．主要分野ごとの重要課題と取組方針 
 

（１）全世代型社会保障の構築 
 

本格的な少子高齢化・人口減少が進む中、技術革新を促進し、中長期的な社会の構造変

化に耐え得る強靱で持続可能な社会保障制度を確立する。このため、「経済・財政新生計

画」に基づき、持続可能な社会保障制度を構築するための改革を継続し、国民皆保険・皆

年金を将来にわたって維持し、次世代に継承することが必要である。 

医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保

がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある。このため、

これまでの歳出改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、次期報酬改定を始めと

 
204 社会保障関係費の伸びの要因として高齢化と高度化等が存在する。 
205 令和７年度予算の非社会保障関係費は、近年の物価上昇率の変化を反映した令和６年度予算の増（＋1,600億円程度）と同
水準を維持しつつ、公務員人件費の増により実質的に目減りしないよう、相当額（＋1,400億円程度）を上乗せし、＋3,000億
円程度とした。 
206 所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）に基づく。 
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した必要な対応策において、2025年春季労使交渉における力強い賃上げ207の実現や昨今の

物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確

実につながるよう、的確な対応を行う。 

このため、2024年度診療報酬改定による処遇改善・経営状況等の実態を把握・検証し、

2025年末までに結論が得られるよう検討する。また、介護・障害福祉分野の職員の他職種

と遜色のない処遇改善や業務負担軽減等の実現に取り組むとともに、これまでの処遇改善

等の実態を把握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する。また、事業者の

経営形態やサービス内容に応じた効果的な対応を検討する。 

持続可能な社会保障制度のための改革を実行し、現役世代の保険料負担を含む国民負担

の軽減を実現するため、ＯＴＣ類似薬の保険給付の在り方の見直し 208や、地域フォーミュ

ラリの全国展開 209、新たな地域医療構想に向けた病床削減 210、医療ＤＸを通じた効率的で

質の高い医療の実現、現役世代に負担が偏りがちな構造の見直しによる応能負担の徹底 211、

がんを含む生活習慣病の重症化予防とデータヘルスの推進などの改革について 212、引き続

き行われる社会保障改革に関する議論の状況も踏まえ、2025年末までの予算編成過程で十

分な検討を行い、早期に実現が可能なものについて、2026年度から実行する。 

 

（中長期的な時間軸を見据えた全世代型社会保障の構築） 
現役世代が急速に減少し、高齢者数がピークを迎える2040年頃を見据えた中長期的な時

間軸も視野に入れ、現役世代の負担を軽減しつつ、年齢に関わりなく、能力に応じて負担

し、個性を活かして支え合う「全世代型社会保障」の構築が不可欠である。改革工程213を踏

まえ、医療・介護ＤＸやＩＣＴ、介護テクノロジー、ロボット・デジタルの実装やデータ

の二次利用の促進、特定行為研修を修了した看護師の活用、タスクシフト／シェアなど、

医療・介護・障害福祉分野の生産性向上・省力化を実現し、職員の負担軽減や資質向上に

つなげるとともに、地域医療連携推進法人、社会福祉連携推進法人の活用や小規模事業者

のネットワーク構築による経営の協働化・大規模化や障害福祉サービスの地域差の是正を

進める。医療機関、介護施設、障害福祉サービス等事業者の経営情報の更なる見える化214

を進める。医療・介護・障害福祉分野の不適切な人材紹介の問題について実効性ある対策

を講ずる。 

現役世代の消費活性化による成長と分配の好循環を実現するため、各種データ分析・研

究を始めＥＢＰＭによるワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑制すると

 
207 日本労働組合総連合会の集計によれば、現時点（第６回集計）で定期昇給を含む平均賃上げ率は5.26％（うちベースアッ
プ分のみで3.71％）、組合員数300人未満の組合の平均賃上げ率は4.70％（うちベースアップ分のみで3.51％）となっている。 
208 医療機関における必要な受診を確保し、こどもや慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮しつつ、個
別品目に関する対応について適正使用の取組の検討や、セルフメディケーション推進の観点からの更なる医薬品・検査薬の
スイッチＯＴＣ化に向けた実効的な方策の検討を含む。 
209 普及推進策を検討し、各地域において地域フォーミュラリが策定されるよう取組を推進する。 
210 人口減少等により不要となると推定される一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情を踏まえた
調査を行った上で、２年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想
までに削減を図る。 
211 医療・介護保険における負担への金融所得の反映に向けて、税制における金融所得に係る法定調書の現状も踏まえつつ、
マイナンバーの記載や情報提出のオンライン化等の課題、負担の公平性、関係者の事務負担等に留意しながら、具体的な制
度設計を進める。 
212 詳細については、「自由民主党、公明党、日本維新の会 合意」（令和７年６月11日自由民主党・公明党・日本維新の会）
を参照。 
213 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」（令和５年12月22日閣議決定）。 
214 経営情報の提出、分析及び公表の電子化を含む。 
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ともに、全世代型社会保障の将来的な姿を若者も含め国民に分かりやすく情報提供する。 

 

（中長期的な介護提供体制の確保等） 
医療・介護ニーズを抱える高齢者や独居高齢者が増加する中、要介護状態や認知症にな

っても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、中長期的な介護サービス提供体制の確保

のための方向性を2025年中にまとめる。具体的には、2040年以降を見据え、人口減少や高

齢化の進展によるサービス需要の地域差に応じ、中山間地域での柔軟な対応など各地域で

地域包括ケアシステムを深化させるための方策を整理しつつ、地域医療構想を踏まえた医

療・介護連携や介護予防の強力な推進、質の高いケアマネジメントの実現215を含めた多職

種間の連携や相談体制の充実、介護テクノロジーの社会実装に向けた実証・導入・伴走支

援による生産性向上、事業者間の連携・協働化や大規模化の経営改善の取組や、ワーキン

グケアラーへの対応など官民連携による介護保険外サービスの普及、外国人を含む介護人

材の確保・定着を支援する。有料老人ホームの運営やサービスの透明性と質を確保する。 

介護保険制度について、利用者負担の判断基準の見直し等の給付と負担の見直しに関す

る課題について、2025年末までに結論が得られるよう検討する。 

 

（中長期的な医療提供体制の確保等） 

2040年頃を見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の増大や現役世代の

減少に対応できるよう、コロナ後の受診行動の変化も踏まえ、質が高く効率的な医療提供

体制を全国で確保する。このため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進めつつ、

かかりつけ医機能の発揮される制度整備、医療の機能分化・連携や医療・介護連携、救急

医療体制の確保、必要な資機材の更新を含むドクターヘリの安全かつ持続可能な運航体制

の確保、大学病院・中核病院に対する支援を通じた医師派遣の充実、臨床実習に専念でき

る環境の整備、適切なオンライン診療の推進、減少傾向にある外科医師の支援、都道府県

のガバナンス強化等を進める。 

地域医療構想については、地域での協議を円滑に進めるため、医療機関機能・病床機能

の明確化、国・都道府県・市町村の役割分担など、2025年度中に国がガイドラインを策定

し、各都道府県での2026年度以降の新たな地域医療構想の策定を支援する。 

医師の地域間・診療科間の偏在への対応については、経済的インセンティブや規制的な

手法といった地域の医療機関の支え合いの仕組みを含めた総合的な対策のパッケージを順

次実施し、その効果を検証する。 

こうした医師の適正配置のための支援の在り方について、全国的なマッチング機能やリ

カレント教育、医学教育を含めた総合的な診療能力を有する医師の育成、医師養成過程の

取組と併せて、2025年末までに検討を行う。地域の医師確保への影響にも配慮し、医師偏

在是正の取組を進め、医師需給や人口減少等の中長期的な視点に立ち、2027年度以降の医

学部定員の適正化を進める。また、偏在対策を含む看護職員の確保・養成や訪問看護にお

けるＩＣＴ活用を含む看護現場におけるＤＸの推進、在宅サービスの多機能化といった在

宅医療介護の推進に取り組む。 

医療保険制度について、給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制216を図りつ

 
215 介護支援専門員の更新研修の見直しを含む。 
216 後期高齢者支援金を含む。 
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つ、給付と負担の見直し等の総合的な検討を進める。高額療養費制度について、長期療養

患者等の関係者の意見を丁寧に聴いた上で、2025年秋までに方針を検討し、決定する。 

妊娠・出産・産後の経済的負担の軽減のため、2026年度を目途に標準的な出産費用の自

己負担の無償化に向けた対応を進める。妊婦健診における公費負担を促進する。「出産な

び」の機能を拡充するほか、小児周産期医療について、地域でこどもを安心して生み育て

ることができるよう、最先端の医療を含めた小児周産期医療体制の確保を図るため、産科・

小児科医療機関を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、医療機関の連携・集約化・重点化を

含めた必要な支援を行う。安全で質の高い無痛分娩を選択できる環境を整備する。 

リフィル処方箋の普及・定着や多剤重複投薬や重複検査の適正化を進めるとともに、保

険外併用療養費制度の対象範囲の拡大や保険外診療部分を広くカバーし、公的保険を補完

する民間保険の開発を促す。国民健康保険の都道府県保険料水準の統一に加え、保険者機

能や都道府県のガバナンスの強化を進めるための財政支援の在り方について検討217を行う。 

 

（働き方に中立的な年金制度の構築） 
公的年金については、働き方に中立的な制度を構築する観点から、改正年金法218を踏ま

え、更なる被用者保険の適用拡大や在職老齢年金制度の見直しを進めるとともに、いわゆ

る「年収の壁」への対応として、「年収の壁・支援強化パッケージ」219の活用を促進する。 

 

（がん、循環器病等の疾患に応じた対策等） 
がん対策220、循環器病対策221、慢性腎臓病対策222、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、慢性

疼痛等の疾患に応じた対策、難病対策、移植医療対策223、アレルギー対策224、依存症対策、

難聴対策、栄養対策、受動喫煙対策、科学的根拠等に基づく予防接種の促進を始めとした

肺炎等の感染症対策225、更年期障害や骨粗しょう症など総合的な女性の健康支援226を推進

する。運送業での睡眠時無呼吸対策、睡眠障害の医療アクセス向上と睡眠研究の推進、睡

眠ガイド等の普及啓発、健康経営の普及、睡眠関連の市場拡大や企業支援に一層取り組む。 

糖尿病と歯周病との関係など全身の健康と口腔の健康に関するエビデンスの活用、生涯

を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）に向けた具体的な取組、オーラルフレイル

対策・疾病の重症化予防につながる歯科専門職による口腔健康管理の充実、歯科医療機関・

医歯薬連携などの多職種連携、歯科衛生士・歯科技工士の離職対策を含む人材確保、歯科

技工所の質の担保、歯科領域のＩＣＴ活用、歯科医師の不足する地域の分析等を含めた適

切な配置の検討を含む歯科保健医療提供体制構築の推進・強化に取り組むとともに、有効

性・安全性が認められたデジタル化等の新技術・新材料の保険導入を推進する。また、自

立支援・在宅復帰・社会復帰に向けたリハビリテーションの推進に取り組む。 

 
217 調整交付金や保険者努力支援制度その他の財政支援の在り方、現在広域連合による事務処理が行われている後期高齢者医
療制度の在り方、生活保護受給者の医療扶助の在り方の検討。 
218 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律（令和７年６月13日成
立）。また、今回の法律で決定した改正内容により、将来の所得代替率は、制度改正を行わない場合と比べて、令和６年財政
検証における成長型経済移行・継続ケースで1.3％、過去30年投影ケースで1.4％それぞれ上昇すると見込まれる。 
219 令和５年９月27日全世代型社会保障構築本部決定。 
220 「がん対策推進基本計画」（令和５年３月28日閣議決定）に基づく取組。 
221 「循環器病対策推進基本計画」（令和５年３月28日閣議決定）に基づく取組。基盤整備及び研究推進や、後遺症支援を含む。 
222 腎不全患者の緩和ケアを含む。 
223 イスタンブール宣言を踏まえた国内の臓器提供、臓器あっせんや移植実施の抜本的な体制整備を含む。 
224 アレルギー疾患（アトピー性皮膚炎等を含む。）医療の均てん化促進等を含む。 
225 小児の感染症を含む。 
226 科学的知見に基づき女性の負担にも配慮した乳がん検診の推進などがん検診の受診率の向上に向けた取組を含む。 
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（予防・健康づくり、重症化予防） 
世界最高水準の健康寿命を誇る我が国の高齢者は、労働参加率や医療費でみても若返っ

ており、こうした前向きな変化を踏まえ、更に健康寿命を延伸し、Well-beingの向上を図

り、性別や年齢に関わらず生涯活躍できる社会を実現する。データヘルス計画に基づく保

険者と事業主の連携した取組（コラボヘルス）や保険者の保健事業でのＩＣＴを活用した

エビデンスに基づくＰＨＲや健康経営と共働した効果的な取組を支援するほか、働き盛り

世代の職域でのがん検診を広く普及するため、受診率や精度管理の向上の取組を更に推進

する。ＡＭＥＤのプライマリヘルスケア・プラットフォーム等を通じた支援により、エビ

デンスに基づくヘルスケアサービスを普及する。糖尿病性腎症の重症化予防等の大規模実

証事業を踏まえたプログラムの活用を進める。高齢者の社会参加促進や要介護認定率の低

下に向け、データを活用したエビデンスに基づく取組として、地域の多様な主体の連携協

力や、成果指向型の取組等による効果的な介護予防やリハビリテーションを充実する。 

 

（創薬力の強化とイノベーションの推進） 
政府全体の司令塔機能の強化を図りつつ、医薬品業界の構造改革を進めるとともに、「健

康・医療戦略」227に基づき、創薬エコシステムの発展やヘルスケア市場の拡大、創薬力の基

盤強化に向け、一体的に政策を実現する。新規ファースト・イン・ヒューマン試験実施施

設など、国際水準の治験・臨床試験実施体制を整備する。ＭＥＤＩＳＯ228・ＣＡＲＩＳＯ229

の体制を強化し、ヘルスケアスタートアップを強力に支援するほか、革新的医薬品等実用

化支援基金の対象を拡充することを検討し、創薬シーズの実用化を支援する。国民負担の

軽減と創薬イノベーションを両立する薬価上の適切な評価230の実施、承認審査・相談体制

の強化、バイオ医薬品を含む医薬品の製造体制の整備や人材育成・確保により、国際水準

の研究開発環境を実現し、ドラッグラグ／ロスの解消やプログラム医療機器への対応を進

めるほか、ＰＭＤＡの海外拠点を活用し、薬事相談・規制調和を推進する。大学、ナショ

ナルセンターと医療機関が連携して担う実証基盤を整備するなど産業振興拠点機能及び開

発後期や海外展開に向けた研究開発支援を強化し、治療機器やプログラム医療機器を始め

とした日本発の医療機器の創出を促進する。 

医薬品の安定供給に向け、抗菌薬等のサプライチェーンの強靱化や取り巻く環境の変化

を踏まえた持続可能な流通の仕組みの検討を図るとともに、感染症の流行による需要の急

激な増加といったリスクへの対策を講じ、基礎的な医薬品等231の足元の供給不安に対応す

る。さらに、少量多品目構造解消に向けた後発医薬品業界の再編を推進するほか、バイオ

シミラーについて、国内生産体制の整備及び製造人材の育成・確保を着実に進め、使用を

促進する。当初の医師の診断や処方に基づき症状の安定している患者が定期的に服用する

医薬品や、低侵襲性検体である穿刺血を用いる検査薬を含む医薬品・検査薬の更なるスイ

ッチＯＴＣ化など、具体的な工程表を策定した上でセルフケア・セルフメディケーション

を推進しつつ、薬剤自己負担の見直しを検討する。全ゲノム解析を推進し、2025年度の事

 
227 令和７年２月18日閣議決定。 
228 医療系ベンチャー・トータルサポート事業（MEDical Innovation Support Office）。 
229 介護分野におけるＭＥＤＩＳＯと同様の相談窓口（CARe Innovation Support Office）。 
230 2024・2025年度薬価改定において新薬創出・適応外薬解消等促進加算の対象となる革新的新薬について薬価を基本的に維
持したことを念頭に置いた革新的新薬の特許期間中の対応に関する創薬イノベーション推進の観点からの検討等。 
231 日本薬局方収載医薬品の一部を含む。 
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業実施組織の設立、ゲノム情報基盤の整備や解析結果の利活用を進める。ｉＰＳ細胞を活

用した創薬や再生・細胞医療・遺伝子治療の研究開発を推進するほか、新規抗菌薬開発に

関する市場インセンティブなどにより薬剤耐性菌の治療薬を確実に確保するとともに、ワ

クチン・診断薬・治療薬など感染症危機対応医薬品等の開発戦略の策定・研究開発を推進

する。イノベーションの推進や現役世代の保険料負担への配慮の観点から、費用対効果評

価制度について、客観的な検証を踏まえつつ、更なる活用に向け、適切な評価手法、対象

範囲や実施体制の検討と併せ、薬価制度上の活用や診療上の活用等の方策を検討する。標

準的な薬物治療の確立に向け、休薬・減薬を含む効果的・効率的な治療に関する調査研究

を進め、診療ガイドラインに反映していく。医薬品の適正使用や後発医薬品の使用促進の

みならず、医療費適正化の観点から、地域フォーミュラリを普及する。小中学生から献血

に対する理解を深めるとともに、輸血用血液製剤及びグロブリン製剤、フィブリノゲン製

剤等血しょう分画製剤の国内自給、安定確保、適正使用を推進する。アクションプラン232

に基づく医療用等ラジオアイソトープの国産化及び利用促進に必要な体制整備等の取組を

進める。 

 

（国際保健の推進） 
ＷＨＯや世界銀行と連携し、低・中所得国の保健財政の強化に向け、ユニバーサル・ヘ

ルス・カバレッジ（ＵＨＣ）に関する世界的拠点として日本にＵＨＣナレッジハブを設置

し、ＵＨＣの実現に向けた取組を加速するなど、インド太平洋地域等での国際保健に戦略

的に取り組む。「グローバルヘルスのためのインパクト投資イニシアティブ（トリプル・

アイ）」を通じ日本企業の国際展開後押しと国際貢献を実現する。ＥＲＩＡと連携した外

国医療人材育成、医療インバウンドを含む健康・医療・介護関連の国際展開、低所得国を

中心にした感染症対策233や保健システム強化等の国際保健課題対策に係る貢献を促進する。 

 

（２）少子化対策及びこども・若者政策の推進 
 

2024年の出生数234は、過去最少の約68.6万人まで減少するなど少子化の進行は危機的な

状況である。また、いじめ、不登校、児童虐待や貧困、こどもの自殺増加など、今を生き

るこどもを取り巻く状況も極めて深刻である。今を生きるそして将来生まれる全てのこど

も・若者の最善の利益を第一に考え、「こども未来戦略」235、「こども大綱」236及び「こど

もまんなか実行計画2025」237に基づき、「こどもまんなか社会」を実現し、少子化の流れを

変えるとともに、こども・若者のWell-beingを高めていく。施策の実施に当たっては、こ

どもを取り巻く環境や地域の子育て支援に係る状況、女性の継続就業率や男性の育休取得

率等の数値目標を含めた指標を活用し、ＥＢＰＭを確実に実行し、ワイズスペンディング

につなげるとともに、こども・若者や子育て世帯を始めとして国民の共感が得られるよう、

丁寧な広報を行う。 

 

 
232 「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」（令和４年５月31日原子力委員会決定）。 
233 ワクチン接種率向上及び薬剤耐性菌感染症対策に係る国際連携を含む。 
234 「令和６年人口動態統計月報年計（概数）」（令和７年６月４日公表）。 
235 令和５年12月22日閣議決定。 
236 令和５年12月22日閣議決定。 
237 令和７年６月６日こども政策推進会議決定。 
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（加速化プランの本格実施と効果検証の徹底） 
こどもを生み、育てたいという希望が叶う社会、こどもたちが健やかに育まれる社会の

実現と少子化トレンドの反転を目指し、政策を総動員することが不可欠である。集中取組

期間において、「経済・財政新生計画」や加速化プラン238に沿って、経済的支援、全てのこ

ども・子育て世帯を対象とする支援、共働き・共育ての推進のための施策を本格実施する。

具体的には、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善、保育士配置の改善、こども誰でも通園制

度の全国展開や、放課後児童クラブ等への支援239、子育て世帯への住宅支援に取り組むと

ともに、施策全般について出生率やこどものWell-beingに関する指標等関連指標に与える

効果の検証を徹底し、より効果的な施策への重点化など施策の見直しを検討する。このた

め、改革工程に基づく徹底した歳出改革を進めるなど財源確保を図るとともに、2026年度

からの子ども・子育て支援金制度の円滑な導入に向け、国民の共感を得られるよう制度の

意義やその使途などの周知の準備を進めるほか、少子化の危機的かつ深刻な状況を踏まえ、

官民が連携し、社会全体でこども・子育て世帯を支える意識を醸成する。 

 

（若者支援及び困難に直面するこどもの支援を始めとするこども大綱の推進） 
全てのこども・若者の健やかな成長を社会全体で支えていく。このため、「経済・財政

新生計画」やこども大綱に沿って関連施策を進める。こども・若者シェルターなど、虐待

等により困難に直面するこどもや青年期の若者等の支援を強化する。若者が主体となって

活動する団体等が抱える資金不足や構成員の維持困難等の課題240を踏まえた活動継続を支

える施策や、各種審議会等の委員登用を含む、こども・若者の意見反映・社会参画を推進

するほか、官民が連携した若者のライフデザイン（将来設計）支援や結婚支援を行う。 

「はじめの100か月の育ちビジョン」241に基づく幼児期までの育ちの質の向上、「こども

の居場所づくりに関する指針」242に基づく支援、保育現場の負担軽減や改正児童福祉法243に

基づく保育人材の確保等を進める。産後ケア事業、新生児マススクリーニング、新生児聴

覚検査や乳幼児健診など母子保健対策や不妊症、不育症の相談支援、流産・死産経験者へ

の相談支援を行う。「プレコンセプションケア推進５か年計画」244に基づく取組を進める。

卵子凍結の知見収集や知識の普及の環境整備を行う。こども性暴力防止法245の施行準備や

「生命（いのち）の安全教育」の推進、青少年のインターネットに関する課題への対応、

こども視点での防災対策などこどもの安心・安全対策やこどもまんなかまちづくりを進め

る。こども食堂・こども宅食や、学習支援、体験機会の提供など、こどもの貧困解消や見

守り強化を行う。こどもの状況も踏まえたひとり親家庭への養育費確保を含めた多面的で伴

走型の支援を強化するとともに、経済社会の動向等も踏まえ、就業支援や経済的支援の在り

方を検討する。職員配置などこども家庭センター等の体制強化や訪問による支援、認定資

格の取得促進など、児童虐待の予防に取り組む。性被害を受けたこどもに配慮した支援体

 
238 「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）に基づくこども・子育て支援加速化プラン。 
239 実施に当たっては、多様な体験活動を推進すること。 
240 こども家庭庁「若者が主体となって活動する団体に関する調査研究」報告書。 
241 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」（令和５年12月22日閣議決定）。 
242 令和５年12月22日閣議決定。 
243 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）。 
244 令和７年５月22日プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会決定。性別を問わず、適切な時期に、性や健康
に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン（将来設計）や将来の健康を考えて健康管理を行う概念で
あるプレコンセプションケアについて、５か年計画を決定。 
245 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第69号）。 
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